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臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓
練
期
間

定

数

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

Ｏ
Ａ
ビ
ジ

ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

Ｏ
Ａ
販
売

実
務
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

介
護
福
祉

サ
ー
ビ
ス

科

三
月

二
〇
人

×
二
回

医
療
事
務

科

三
月

二
〇
人

医
療
事
務

科

三
月

一
五
人

総
合
Ｉ
Ｔ

科

六
月

二
〇
人

介
護
福
祉

科

二
月

二
〇
人

×
二
回

ネ
ッ
ト
ビ

ジ
ネ
ス
基

礎
科

三
月

二
〇
人

ネ
ッ
ト
ビ

ジ
ネ
ス
基

礎
科

三
月

一
五
人

介
護
福
祉

サ
ー
ビ
ス

科

二
月

二
〇
人

介
護
福
祉

サ
ー
ビ
ス

科

三
月

二
〇
人

ビ
ジ
ネ
ス

ス
キ
ル
養

成
科

三
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
事
務

科

三
月

二
〇
人

×
二
回

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
に

求
職
申
込

み
を
行
っ

て
い
る
者

で
、
公
共

職
業
安
定

所
長
の
受

講
指
示
又

は
受
講
推

薦
を
受
け

た
者

医
療
事
務

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
科

三
月

二
〇
人

平
成
二
十
一
年

四
月
二
十
七
日

(

月
曜
日)

第
三
千
七
十
七
号
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Ｏ
Ａ
ビ
ジ

ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
ビ
ジ

ネ
ス
科

三
月

一
五
人

介
護
福
祉

科

二
月

二
〇
人

介
護
福
祉

科

三
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
総
務

事
務
科

三
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
販
売

実
務
科

三
月

二
〇
人

Ｃ
Ａ
Ｄ
オ

ペ
レ
ー
シ

ョ
ン
科

三
月

二
〇
人

ビ
ジ
ネ
ス

ス
キ
ル
養

成
パ
ソ
コ

ン
科

三
月

二
〇
人

販
売
実
務

科

三
月

二
〇
人

Ｗ
ｅ
ｂ
ビ

ジ
ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
Ｗ
ｅ

ｂ
ビ
ジ
ネ

ス
科

三
月

一
五
人

介
護
福
祉

科

二
月

二
〇
人

Ｃ
Ａ
Ｄ
オ

ペ
レ
ー
シ

ョ
ン
科

三
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
ビ
ジ

ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

医
事
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ

科

三
月

二
〇
人

経
理
ビ
ジ

ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

介
護
福
祉

科

二
月

一
五
人

×
二
回

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

介
護
福
祉

科

二
月

二
〇
人

×
四
回

医
療
事
務

科

二
月

一
五
人

×
二
回

医
療
事
務

科

二
月

二
〇
人

×
二
回

Ｃ
Ａ
Ｄ
オ

ペ
レ
ー
タ

ー
科

三
月

二
〇
人

×
三
回

Ｃ
Ａ
Ｄ
オ

ペ
レ
ー
タ

ー
科

三
月

一
〇
人

Ｏ
Ａ
シ
ス

テ
ム
科

三
月

二
〇
人

×
四
回

Ｏ
Ａ
シ
ス

テ
ム
科

三
月

一
〇
人

Ｏ
Ａ
経
理

ビ
ジ
ネ
ス

科

三
月

二
〇
人

×
三
回

Ｏ
Ａ
経
理

ビ
ジ
ネ
ス

科

三
月

一
〇
人

総
合
Ｉ
Ｔ

科

六
月

二
〇
人

×
二
回

青
森
県
立
む
つ
高
等
技
術

専
門
校

Ｏ
Ａ
ビ
ジ

ネ
ス
科

二
月

一
五
人

×
二
回

介
護
福
祉

科

二
月

二
〇
人

×
二
回

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

Ｗ
ｅ
ｂ
ク

リ
エ
イ
タ

ー
科

四
月

一
五
人

×
二
回

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

Ｗ
ｅ
ｂ
ク

リ
エ
イ
タ

ー
科

四
月

一
五
人

公
共
職
業

安
定
所
に

求
職
申
込

み
を
す
る

概
ね
四
十

歳
未
満
の

求
職
者
で

あ
っ
て
、

公
共
職
業

安
定
所
長

Ｏ
Ａ
販
売

実
務
科

四
月

一
五
人
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日
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青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

の
受
講
指

示
又
は
受

講
推
薦
を

受
け
た
者

ネ
ッ
ト
ビ

ジ
ネ
ス
科

四
月

一
五
人

×
二
回

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

経
理
ビ
ジ

ネ
ス
科

三
月

一
〇
人

×
二
回

原
則
と
し

て
母
子
家

庭
の
母
等

で
あ
っ
て
、

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
又
は
受

講
推
薦
を

受
け
た
者

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

ビ
ジ
ネ
ス

サ
ー
ビ
ス

科

三
月

一
〇
人

医
療
事
務

科

三
月

一
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

介
護
福
祉

科

二
月

五
人
×
二
回

医
療
事
務

科

二
月

五
人
×
二
回

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

在
宅
ワ
ー

カ
ー
育
成

科

三
月

一
〇
人

×
二
回

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で
あ

っ
て
、
公

共
職
業
安

定
所
長
の

受
講
指
示

又
は
受
講

推
薦
を
受

け
た
者

青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓

練
校

在
宅
ワ
ー

カ
ー
育
成

科

三
月

一
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

在
宅
ワ
ー

カ
ー
育
成

科

三
月

一
〇
人

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓

練
校
青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

実
践
能
力

習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら

三
月

一
人
×

三
〇
回

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働

を
希
望
す

る
求
職
者

で
あ
っ
て
、

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
推

薦
を
受
け

た
者

パ
ソ
コ
ン

基
本
操
作

科

一
二
日

一
五
人

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

Ｏ
Ａ
事
務

科

六
月

一
〇
人

示
又
は
受

講
推
薦
を

受
け
た
者

四
十
五
歳

以
上
六
十

五
歳
未
満

の
中
高
年

齢
離
職
者

で
あ
っ
て
、

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
を
受
け

た
者

一
般
事
務

科

三
月

一
〇
人

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

公
共
職
業

安
定
所
に

求
職
申
込

み
を
行
っ

て
い
る
者

で
、
公
共

職
業
安
定

所
長
の
受

講
指
示
又

は
受
講
推

薦
を
受
け

た
者

求
人
セ
ッ

ト
型
訓
練

一
月
か
ら

三
月

九
〇
人
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二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
ふ
る
さ
と
づ
く
り
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

覺
治

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
及
び
ふ
る
さ
と
づ
く
り
活
動
団
体
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
密

に
し
な
が
ら
情
報
提
供
や
活
動
交
流
を
行
い
、
市
民
・
企
業
・
行
政
が
協
働
し
て
地
域
文
化
の
向

上
に
取
り
組
め
る
環
境
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
が
自
ら
の
意
思
と
ア
イ
デ
ア
で
地
域
の

活
性
化
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
社
会
が
醸
成
さ
れ
、
心
豊
か
な
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
む
つ
都
市
計
画

区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号)

第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

午
後
二
時
か
ら

二

開
催
の
場
所

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

三

案
件

む
つ
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更

案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
む
つ
市
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

む
つ
市
建
設
部
都
市
計
画
課

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要
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六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
む
つ
市
建
設
部
都
市
計
画
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
第
二
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

東
青
地
域
県
民
局
長

武

田

哲

郎

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃監

事

〃

山
口

昭
弘

土
岐

富
和

工
藤

善
吉

相
馬

重
義

矢
野

均

菊
池

清
昭

山
口
喜
兵
衛

長
谷

一
雄

山
口

昭
弘

矢
野

孝
治

相
馬

重
義

工
藤

善
吉

土
岐

富
和

長
谷

司

山
口
喜
兵
衛

青
森
市
大
字
小
橋
字
田
川
四
三

〃

大
字
左
堰
字
野
田
二
二

〃

大
字
小
橋
字
田
川
四
七
の
二

〃

大
字
左
堰
字
大
科
五

〃

大
字
小
橋
字
福
田
二
一

〃

大
字
左
堰
字
野
田
一
三
の
一

〃

大
字
小
橋
字
千
鳥
一
一

〃

大
字
左
堰
字
大
科
五
〇
の
一

〃

大
字
小
橋
字
田
川
四
三

〃

〃

字
福
田
一
七

〃

大
字
左
堰
字
大
科
五

〃

大
字
小
橋
字
田
川
四
七
の
二

〃

大
字
左
堰
字
野
田
二
二

〃

〃

〃

三
七

〃

大
字
小
橋
字
千
鳥
一
一

平
成

��･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃

む
つ
都
市
計
画
道
路
の
変
更
(青
森
県
決
定
)

都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
５
号
柳
町
桜
木
町
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

幹線街路
３
・
４
・
５
柳
町
桜
木
町

線
む
つ
市
柳
町
三

丁
目

む
つ
市
桜
木
町
む
つ
市
山
田
町

約
11,150ｍ

地
表
式

２
車
線

16ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差10箇
所

｢区
域
及
び
構
造
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
｣

理
由

本
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
及
び
将
来
交
通
需
要
を
勘
案
し
､
一
部
線
形
の
変
更
を
行
い
､
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
｡



( )

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

東
青
地
域
県
民
局
長

武

田

哲

郎

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下

｢

講
習
規
則｣

と
い
う
。)

第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

一

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

(

火)

か
ら
同
月
二
十
六
日

(

金)

ま
で
の
四
日
間
の
午
前
九

時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

三

受
講
定
員

十
九
人

(

予
定)

四

受
講
申
込
み
の
手
続
き

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

�

受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
五
月
十
八
日

(

月)

か
ら
同
月
二
十
二
日

(

金)

ま
で
の
間

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
み
方
法

四
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書

(

申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
は
り
付
け
る
こ
と
。)

一
通

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
三
万
八
千
円
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す
る

こ
と
。

五

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で

六

そ
の
他

１

講
習
終
了
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。
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地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

浪

岡

農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

(

農
道
整
備)

平
成
��･

�･

�	

〃

〃

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

��･

�･

�


大

堰

た
め
池
等
整
備
事
業

��･

�･

��

大

別

内

〃

��･

�･

�




( )

七

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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